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≪ 2023 年 3 月 ≫ 

みやぎ税務会計事務所 ラクホ S 遠距離限定！オンライン顧問契約プラン実施中！ 

「令和５年度 税制改正大綱」が発表されました ③ 

昨年 12 月 16 日に発表された「令和５年度 税制改正大綱」。 
2023 年 1 月号・２月号に続き、今月も少し詳しくお伝えしていきます！ 
皆さまからもお問い合わせをいただくことの多い「投資」に関する改正です。 
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税務の話題 

成長と分配の好循環の実現 

（１）ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化   より 

一般ＮＩＳＡ → 「成長投資枠」と名称が変わります！  
どちらの「枠」も使えるようになります！ 
（現行、「一般 NISA」と「つみたて NISA」の併用はできません。）  
恒久化 ⇒ いつでも始められる！   無期限化 ⇒ いつまでやってもＯＫ！  
１年間に投資できる額が増えました！  
口座残高 1,800 万円まで投資できます！（購入時の価格で計算） 

たとえば…購入時 100 万円の投資信託を売却した後、その 100 万円の枠を使い、新たな投資ができるようになります。 

金融庁「令和 5（2023）年度税制改正について－税制改正大綱における金融庁関係の主要項目－」（2022 年 12 月）より抜粋 

預金と違い、株や投資信託は 
「元本割れ」のリスクがあります。 
ご自身で責任を持って、 
余裕資金（万が一の時でも 
無くなっても困らないお金） 
だけでご利用ください！ 


